
 

 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

１．はじめに	 

日本の国立公園制度は，私有地が広範に展開する国土の事情か

ら，ドイツ行政法学の立場からの公用制限方式を基にして整備さ

れ 1)，一方，大面積にわたる自然景観地の営造物管理を基とする

アメリカの国立公園制度等も参考とされた。やがて 1931年の国
立公園法制定を経て，戦前期12公園の指定後，1941年，戦時下，
国土計画対策委員会により 10公園新設と 4地域拡張案がまとめ
られた。その際，戦前期に厳選された 12 公園外に新たな公園を
設ける事情として，国土の中でのバランスを考慮した公園配分や，

私有地の多い国土での休養型公園等の検討があり，アメリカの国

立公園体系に新しく設けられた国立道路公園等を参考とする論考

があった 2)。厚生省は，1941年の計画地から，1942年，秩父，
大島天城，志摩，琵琶湖，金剛高野，耶馬渓の新規6国立公園候
補地を選定した 3)。これら候補地中，特に耶馬渓地域については，

戦後の国立公園新規計画検討に際し，国立道路公園概念との重ね

合わせが明確に意識され 4)，その結果日本最初の国定公園に指定

された。国立道路公園については，National Park Service5) 6)や

Harlan D. Unrau，G. Frank Williss による解説 7)等があり，日

本へは，池ノ上 8) 9)，番匠 10)，鈴木 11)，shiraok456312)等による紹

介がある。石川 13)はアメリカ都市地域での道路公園の展開をまと

めている。国立道路公園の日本への適用については，堀，持齋，

仲間，京谷，手嶋等による論考 14) 15) 16) 17)があり，近年では雑誌国

立公園に「自然公園と道路」が特集 18)されている。同特集も含め，

国立道路公園概念の適用事例として紹介されるのは，阿蘇くじゅ

う，日光，富士箱根伊豆の3公園の一部である。が，国定公園制
度創設との関係について論じたものはない。本稿では，まず，戦

前期指定 12 公園以降の新たな国立公園追加や拡充検討過程にお
いて，国立道路公園がどのように意識されたかをみる。次に，国

立道路公園の概念が適用されたと考えられる耶馬日田英彦山の公

園指定経緯をみる。その際，日田市長等による国立公園指定運動

に触れつつ，帝国議会や国立公園委員会，大分県議会での議論や

新聞報道等からその展開を整理する。これら分析を通じ耶馬日田

英彦山地域の日本最初の国定公園指定と，アメリカ国立道路公園

概念の日本での具現との関係性について考察する。研究方法は，

公刊・行政資料，関連論文，文献，記事の分析と現地調査による。 
	  
２．国立道路公園	 

（１）アメリカにおける国立道路公園の建設	 

アメリカにおける近代道路公園概念の具体化は，1913年から整
備されたウェストチェスター郡道路公園や，1928年に議会の承認
を受け，整備開始されたマウント・バーノン記念道路公園（後の

ジョージ・ワシントン記念国立道路公園）が端緒とされる 19)。こ

れらは都市的地域における整備であり，より大規模な国立道路公

園建設は，1930 年代，フーヴァー，ルーズベルトの 2 代の大統
領の強い意志のもと，また，世界恐慌脱却のためのニューディー

ル政策における公共事業の役割も担い，ブルー・リッジ，ナッチ

ェズ・トレイルの両国立道路公園計画として展開する。アメリカ

の国立公園をモデルとして，1934年から1936年にかけて日本最
初の国立公園が指定される頃，アメリカでは従来の国立公園体系

を大きく拡大する制度的変化が進行した。即ち 1934年，内務長
官ハロルド・L・イッキスが両院に提出し，最終的に 1936 年 6
月に承認された「アメリカにおける公園，道路公園，及びレクリ

エーション地域計画調査実施法」の制定である。同法成立によっ

て内務省国立公園局は，全国での広汎なレクリエーション地域の

計画・整備に関する主導的役割をもつことになり，4 つの新しい
タイプの休養地域がアメリカ国立公園体系に加わった。それらは，

レクリエーション実証地区，国立道路公園，国立レクリ―ション

地域，国立海岸である 20)。 
（２）田村や池ノ上等による国立道路公園への注目 
戦前より，田村剛等はアメリカにおけるこの国立公園体系拡充

の動きに目を向け 21)，戦後池ノ上容等も国立道路公園に注目して

いる。表－1はブルー・リッジ道路公園設置法の規定（要旨）22)	 

耶馬日田英彦山国定公園の成立と国立道路公園構想について	 
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と，1938年アメリカ議会での一般道路と国立道路公園との違いに 
関する質問への国立公園局アーサー・E・デマレイ副局長による
解説，及び田村や池ノ上の日本の国立公園制度への応用としての

注目点を比較したものである。日本への応用の点で，田村は国内

で川や海沿いの既設国立公園区域には道路公園に類似するものが

あるとし，史蹟等景観要素の考慮により新たな公園候補地の発見

の可能性があると指摘する 23)。池ノ上は，厳正な自然風景の維持

に拘らず，地域外に隣接する牧場、畑等と連続した沿道の景観管

理や，道路沿いの歴史的旧蹟や郷土の田園風景保存が意図される

こと等に着目し，「かねてわが国の道路公園の可能性について特

に関心をもっていた」と述べる 24)。戦中戦後初期の日本の国立公

園行政担当者や専門家の上述関心の中，戦後日本の国立公園施策

を方向づけるリッチー覚書の中に国立道路公園に関する提案が記

される。この提案（表－2）を作成したリッチーは，来日中，特
に上述の田村と熱心に国立公園行政に関する懇談をしている 25)。

同覚書中日本における道路公園最適候補とされた耶馬日田英彦山

地域は，1950年日本最初の国定公園に指定される。同地域を巡る
国立公園等指定陳情経緯等を次に見る。 
	 

３．英彦山耶馬渓国立公園候補地	 

	 耶馬日田英彦山地域のうち，平安時代から修験道場として西国

第一の霊場として栄え 26)た英彦山や，奈良時代の金銅観音像が納

められ，1338年の禅寺創建と伝えられ，近世以降その風光明媚な
景観に魅了された文人墨客が多く訪ずれた 27)という羅漢寺に比

べれば，1818年，頼山陽の圖巻記を通じて広く世に名が知られる
ようになった 28)耶馬渓への関心の歴史は相対的には新しいもの

といえる。この地域への国立公園候補地としての注目の変遷につ

いて主な記事を表－329)にまとめた。表中右列内□で囲んだ表示は，

例えば 1衆院は第1回通常国会衆議院関係委員会を示し，審議会
は厚生省国立公園審議会での議論を意味する。中列の区分は，[国
立]は単独国立公園指定を，[編入]は阿蘇国立公園拡張を，[国定]
は準ずる区域=国定公園指定（道路公園の取扱含），の各方向性に
関係することを示す。表から，耶馬日田英彦山地域について，独

立した国立公園指定方向から阿蘇国立公園拡張地域へ，さらに準

国立公園（国定公園）へと指定目標が変化することがわかる。こ

の整理から耶馬日田英彦山地域にかかる国立公園指定運動を次の

3 期に区分した。併せてこの運動の展開において，国立道路公園
概念がどのように関わってくるかを明らかにする。 
（１）耶馬渓を中心とした観光振興運動	 

耶馬渓英彦山の国立公園指定運動が盛んになるのは大正期以降

3回ある。最初は1931年の国立公園法制定から第一次国立公園	 

指定前後期で，帝国議会への指定請願も耶馬渓を中心とした地域

を対象に数度行われている。日本を代表する風景標式の一つとし

て耶馬渓式風景は大正期以降知られて 30)いたが，候補地とはなら

ない。関連して1934年8月23日国立公園審議会第4回特別委員
会で，水力発電問題折衝の件につき，内務省藤原幹事より，逓信

省と相談し尾瀬，黒部は事業と風致の両立を図る，耶馬渓は衛生

局長が同区域の阿蘇国立公園区域への編入の必要を認めなかった

旨委員会議事録に加筆することで調整した旨の記録がある。同時

期の1932年～34年にかけ，耶馬渓鉄道㈱は，表－4のとおり文
人研究者を招聘し耶馬渓紹介関係書籍を刊行している。同社は，

田村等による 1934年の国立公園候補地調査に参加 31)する。元大

分県文化財専門委員山本聴治は，大正 12 年以来耶馬渓開発宣伝
に共に力をあわせたと回顧する 32)。昭和初期，耶馬渓鉄道は鉄道	 

表－1	 国立道路公園の定義等と日本の国立公園制度への応用に関する注目点	 
ブルー・リッジ国立道路公園設置法（要旨）1936  国立道路公園（定義解説）1938 

 

日本への応用に関する専門家の主な注目点 
第1条：州から合衆国への敷地移譲等と公園局による管理 (1) 非産業的利用（レクリェーション利用） 河川・海岸を主に既に道路公園型の公園あり。 

史蹟保健地等を併せ新たな観点で新規公園を。(田村:1942) 同条2：内務，農務両長官合議による近接地資源保護と， 
	 同目的のための道路公園への適正なアクセスの確保等 

(2) 景観を劣化させる建築や路傍開発の排除 
(3) 道路と隣接私有地との間の広い隔離空間確保 長く美しい海岸線，渓谷，稜線等と古文化跡を連ねる歴史 

ルート等，日本での道路公園の可能性を示す(池ノ上:1950) 同条3：公園，森林両局による沿線休養利用開発協力協定 (4) 自然景観保護優先。取付路やアクセス権排除 
1條補足(改正追加)：必要な場合の道路公園敷地幅の拡大 (5) 極力集落地や雑踏を回避した新設路線を計画 道路公園沿線は森林，畑，牧草地，果樹園等多分に人為的 

景観の錯連を許容する。(池ノ上:1952) 第2条：内務長官の近接地所有者への公園敷使用免許権 (6) 通過景観地への最適接近路線(非最短設計 
第3条：道路敷及び関連休養地の内務長官の管理権限 (7) 主要道路との平面交差の排除 帯状特別地域計画について，日本の将来の道路公園の可能 

性に立脚点を与える。(池ノ上:1952)  (8) 円滑な交通確保のための進入退路口設置制限 
 

	 

表－2	 リッチー覚書	 Ⅲ.D.8	 国立道路公園（趣旨）1948年	 
日本は道路公園建設に相応しい国。自然風景と文化風景が交錯し優れた海岸風景が加わ

る特徴は傑出した道路公園を約束する。特に本州南部及び九州に適切なところがある。 
a. : 歴史的な神社仏閣，庭園，美術品等をもつ京都奈良，伊勢半島，伊勢志摩公園，御
木本真珠養殖場，吉野熊野公園，高野山金剛峯寺その他名勝や史蹟，瀬戸内海航路の港

大阪等を結ぶ地域が，多数の支線をもつ数百哩に亘る道路公園によって結合されれば，

変化の多い風景美と比類ない歴史的文化的景観の保存保護に効果が大きい。 
b. : 立派な道路公園になる今一つの場所は九州の国立公園等重要な風景地及び海岸地
帯を結ぶもので，一部は別府日田の保養中心地を結ぶ英彦山耶馬渓国立公園候補地の道

筋になる。別府は戦前国際的温泉保養地として知られ，日田は日本における最も魅力の

ある保養地に属する。鵜飼はこの地にはじまったと言われ観光客には特に興味深い。 
 

	 

表－3	 英彦山耶馬渓国立公園指定要望等経緯	 

年月 区分 記事 
■第1期 	 耶馬渓を中心とした観光振興運動 

1911年3月 [一般] 27帝国議会  国設大公園設置に関する請願	 耶馬渓 
1912年6月 [一般] 耶馬渓鉄道株式会社創立 
1923年3月 [一般] 名勝耶馬渓指定 
1924年6月 [一般] 耶馬渓鉄道守実まで開通 
1927年7月 [一般] 日本新八景選定。日田盆地は平原の部で25勝に選定される。 
1929年3月 [国立] 56帝国議会 	 耶馬渓を中心とした国立公園設定請願 
1931年2-3月 [国立] 59帝国議会 	 別府耶馬日田阿蘇雲仙天草公園連絡請願 
1931年3月 [国立] 59帝国議会 	 別府を中心とした国立公園設定請願 
1931年3月 [一般] 国立公園法制定 
1932～34年 [一般] 耶馬渓鉄道㈱，著名人による耶馬渓紹介書籍を多数刊行 
1934年2月 [国定] 田村博士，竹内博士，耶馬渓鉄道等による国立公園候補地調査 
1934年8月 [国定] 審議会  耶馬渓は水力発電調整により候補地からはずれる 
1936年2月 [一般] 12国立公園候補地の指定作業完了 
1936年7月 [一般] 名勝耶馬渓追加指定 
■第2期 	 戦中期大都市近郊健民地としての国立公園候補地選定 

1941年7月 [一般] 国立公園協会内に国土計画対策委員会設置 
1942年9月 [国立] 大分県観光協会長	 別府耶馬渓日田地域国立公園指定陳情	  
1943年4月 [国立] 福岡県振興会長	 英彦山求菩提耶馬渓国立公園指定陳情	  
1943年8月 [国立] 厚生省，健民修錬のための6新公園計画を発表 
1945年12月 [国立] 福岡県議会  彦山耶馬渓公園指定の動きへの注意に係る質疑 
■第3期	 日田市による準国立公園指定運動 

1945年12月 [一般] 廣瀬正雄	 第3代日田市長就任 
1946年9月 [国立] 厚生省，勤労者の便宜も考慮し，10新公園計画を発表 
1947年3月 [国立] 92帝国議会 	 英彦山，耶馬渓は国立公園候補地との説明 
1947年5月 [編入] 大分県，耶馬渓単独指定困難の情報を受け阿蘇拡張申請検討 
1947年8月 [編入] 1衆院  英彦山耶馬渓別府裏山を阿蘇に編入と説明 
1947年9月 [編入] 1衆院  英彦山一帯の国立公園設定請願 
1947年9月 [国定] 1衆院  国立道路公園に関する質疑 
1947年11月 [編入] 1衆院  耶馬渓は阿蘇拡張予定，日田は追加適否研究との答弁 
1947年12月 [編入] 1衆院  英彦山一帯の国立公園設定陳情 
1948年6月 [編入] 1衆院  耶馬渓は阿蘇拡張，日田は優秀地編入考究善処と答弁 
1948年11月 [国定] リッチー覚書GHQに提出 
1949年5月 [国定] 5衆院  日田は準国立公園候補。道路公園を考慮したい旨答弁 
1949年6月 [一般] 天皇陛下九州巡幸の中で耶馬渓・日田を訪問 
1949年12月 [国定] 審議会  耶馬日田の準国立公園，別府裏山の阿蘇拡張を決定 
1950年3月 [国定] 大分県議会   準国は国立観光公園と称し日田を冠称する請願 
1950年7月 [国定] 審議会  耶馬日田英彦山の名称確定。国定公園の名に疑義意見 
1950年7月 [国定] 耶馬日田英彦山国定公園指定(区域のみ。特別地域等計画未決) 
1950年7月 [一般] 別府国際観光温泉文化都市建設法成立 
1950年9月 [国定] 日田市政10周年記念式典挙行 
1950年11月 [国定] 英彦山国定公園指定，観光道路起工式典，英彦山にて開催 
1950年11月 [国定] 日田市にて耶馬日田英彦山国定公園指定記念式挙行 
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省から軌間拡張命令を受けており 1928年に拡張工事を行ったが
以降経営が悪化し 1935年会社更生委員会が結成され再建事業に
かかり，同社の経営改善急務という状況にあった 33)。同社による

耶馬渓国立公園指定運動後の 1936年 7月，耶馬渓名勝指定区域
が追加される。耶馬渓鉄道が招聘した文人研究者は，耶馬渓につ

いて奇岩奇峰と史蹟や民家，田園等の歴史的人文的景観との調和

を賞賛したが，耶馬渓の名を世に高らしめた頼山陽は，そもそも

仙人巌や羅漢寺などを甚だ賞せずとし，専ら人工を排した耶馬渓

の山水の美のみを讃えていた 34)。 
（２）戦中期大都市近郊健民地としての国立公園候補地選定	 

第一次の 12 国立公園指定後，次に当地が国立公園指定を目指
すのは戦時局下の国家要請と相前後した時期であった。1942年9
月大分県観光協会長による細川国立公園協会長宛陳情書 35)に，指

定の意義として「国民の心身鍛練を図り」との表現が添えられ，

翌年 4 月福岡県振興会長林田惣七郎による厚生省宛陳情書では，
自然保護による郷土愛，祖国愛の精神の高揚，心身鍛練のために

も英彦山求菩提耶馬渓の地は使命達成に甚大なる寄与す 36)と記

される。1943年厚生省は健民修練道場として全国大都市近郊に6
つの新国立公園設置を発表し，耶馬渓もその一画に名を連ねる。

が，戦時局激化に伴い間もなく国立公園指定作業は停止される。 
（３）日田市による準国立公園指定運動	 

１）第3代日田市長廣瀬正雄	 

戦後の耶馬日田英彦山国立公園指定運動を牽引するのは日田市

であった。1927年日本新八景選定で，日田が平原の部で日本 25
勝の一つに選ばれてから日田市は観光政策に力を入れ始める 37)。

指定運動の中心に廣瀬正雄市長がいた。日田の旧家出身の廣瀬は，

1945年12月6日第3代市長就任後，市役所幹部に指示し当面の
市政方針をまとめ，検討を加えて1947年1月，「私の市政方針」
として政策の主軸を発表する。「文教さかんに	 林工さかんに	 

観光さかんに」を唱え，1946年から日田市郡国立公園地域編入期
成会を設立し同会長に就任，日田の国立公園指定運動に着手する。 
２）阿蘇国立公園拡張地域としての指定運動	 

耶馬渓英彦山地域は，戦時中より北九州人口集積地近傍におけ

る新規国立公園候補地とされていたが，1947年5月23日の大分
合同新聞は次の記事を報じる。「下毛地方事務所では耶馬渓の単

独国立公園は実現困難であるとの本省よりの通知に接した（中略）。

耶馬渓国立公園への猛運動は昭和5年頃から行われており地元民
多年の宿願でもあるので単独国立公園指定ができないならば阿蘇

国立公園と同系のものとしても可及的速やかに実現されるよう本

省へ新たに申請することになった。」	 同月，厚生省は次官名によ

り各都道府県知事あて国立公園施策確立要綱を通知し，その中で，

英彦山，耶馬渓，別府裏山地区は既設国立公園に編入するとの方

針を示す。この年の国会は，上述5月以降，8月1日衆議院文化
委員会や 9月 17日参議院国土計画員会で，英彦山耶馬渓別府裏
山地域の阿蘇への編入方針の政府説明があるが日田の名は示され

ていない。11月14日衆議院国土計画委員会では上述地域の阿蘇
編入は従前であるが，日田盆地については保護すべき景観その他

に関してなお検討を要する点があり目下研究中である旨政府委員

三木行治より厚生省の見解が開示される。翌1948年6月18日の
衆議院国土計画委員会で，福岡県出身梅林時雄議員の質問に対し，

厚生省飯島稔は，英彦山耶馬渓地域は地元県の意向を徴し目下研

究中であり，その利用中心地としての日田地方は、特に優れた部

分を編入するよう考究の上善処したい考え，と前年よりは前向き

な形の答弁がなされる。廣瀬市長の観光政策により日田国立公園

運動は開始されたが，規模などの面で国立公園にはどうしても不

適格とされ 38)，最終的には阿蘇国立公園の拡張方針は断念される。 
３）国立道路公園としての準国立公園制度の日田への適用	 

1949年 4月 26日の衆議院厚生委員会等での審議後，5月 19
日に国立公園法改正法が公布された。同年5月6日の衆議院厚生
委員会で，大分県選出金光義邦議員は次の趣旨の質問を行う。 
1．改正法11条の2による準ずる区域は国立厚生公園，ナショナ
ルパークウェイと呼称されるか。2．日田は準国立公園対象地か。
3．耶馬渓，別府裏山の阿蘇国立公園への編入作業進捗状況如何。
対して政府委員飯島稔国立公園部長の回答は次のとおりであった。 
1．準国立公園，国民厚生公園，観光公園などの案があるが未定。
指摘の国立道路公園というアイデアは取り入れたい。2．日田は
準国立公園に当然なるべきものと考える。3．耶馬溪は開発され
過ぎ，自然景観の保持の点で若干欠けること，日田盆地との関係

もあり阿蘇拡張の手続きを進める段階に至っていない。1949 年
12月21日，国立公園中央審議会で，日田を含む英彦山耶馬渓地
域は準国立公園候補地と決定され，別府裏山は従前通り阿蘇国立

公園拡張予定として区分された。当時、厚生省国立公園部係官は，

再三同省を訪ねては熱意と粘りと押しで日田指定を訴える市長の

姿を指して「広瀬心臓」と称する 39)。大分県会議事録に「この地

帯が準国立公園として中央審議会内定を得る迄の日田市郡の数年

に亘る奮闘は筆紙に尽し難く地域の先頭に立って孤軍力闘の精進

だった。この度の成功は日田市の熱意の結果であると言っても過

言ではない（中略）国立公園から準国立公園へ百歩譲れば当然利

用の中心日田はその名称に掲出せらるる事を確信していた 40)」と

の記事がある。天皇の日田行幸をも実現させる政治力をもって国

会へ働きかけ続けた廣瀬の行動は，日田を含む英彦山耶馬渓地域

を国定公園に指定する方向へと導いた。なお，大分県福岡県熊本

県国立公園指定促進会作成候補地資料（1950）にも日田市による
公園指定のための関係機関への働きかけ等の努力は記されるが，

関係3県での受け止め方には若干差異がある。指定に先立つ1950
年1月16日厚生次官発各知事宛照会に対し，福岡県は同年4月7
日付で名称は従前の英彦山耶馬渓とすること，もし日田が追加さ

れる場合求菩提の追加も是非検討願う旨回答され，熊本県は3月
23日付で準国立公園指定より阿蘇国立公園拡張希望と回答する。 
	 

４．準ずる区域の選定要領と国立道路公園に関する田村の思い	 

1949年 12月 21日の審議会では国立公園に準ずる区域の選定
標準（表－5）も決定される。同標準では 2 種類の違うタイプの
公園を指定できるとしている。地形，動植物等の自然要素に特異

性があり史蹟等文化要素が豊富という要素は両タイプに共通する。

その上で，一つは国立公園に準ずる傑出した自然の風景地で，も

う一つは多人数の利用効果大の自然風景地，即ち自然レクリエー

ション地域である。これを裏付けるように 1950年 7月 5日第 4
回国立公園審議会で田村は準ずる区域の呼称に関して次の趣旨を

述べている。1．国定公園とは実に曖昧な用語。2．現段階では国
立公園の選に漏れたものを拾いあげる一種の救済的な政策のよう

に覚える。3．国が管理経営する公園の種類は準国立公園のほか
アメリカなどの制度で道路公園，史蹟公園，国民広場などがある。

4．そのようなものを今後厚生省国立公園部の行政範囲に織り込
むことも当然考えていくべき。5．国立公園とは一線を画する絶	 

表－4	 1930年代前半期の耶馬渓鉄道による主な刊行物	 
1932国府犀東：山陽先生と耶馬渓，	 田村剛：耶馬渓小論， 
1933木崎好尚：耶馬渓新景観，脇水鐡五郎：耶馬渓彦山風景論， 

赤松翆陰：耶馬渓の大恩人頼山陽先生，木崎好尚：頼山陽と耶馬渓， 
1934竹内亮：耶馬渓彦山地方の天然林並びに二三の注意すべき木本植物に就て， 

竹内亮：耶馬渓の風景と植物，竹内亮：耶馬渓地方の植物景観 

表－5	 国立公園に準ずる区域の選定標準	 
一	 国家的観点から自然風景を国民の利用に供するため保護し又は計画的に利用を促

進するのが適当と認められる風景地で左のいずれかの条件を具備すること 
（イ）国立公園に準ずる傑出した自然風景地でその保護を必要とするもの 
（ロ）環境が保健的で多数人の利用効果が大である自然風景地で保護が必要なもの	  
二	 地形，地質，動植物，気象等の自然要素に特異性があり史蹟，遺跡，特殊建造物

等の文化要素が豊富であること	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1949年12月21日決定 
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好の機会であり，国立公園と曖昧なけじめのつかない名称をとる

ことは絶対にいけない。この発言を見れば，田村は，準国立公園

制度創設により，国立道路公園を含む多様な種類の公園をもつ国

立公園体系を日本の制度の中に展望しようとしていたと思われる。 
 
５．終わりに	 

耶馬日田英彦山地域は戦後の国立公園指定運動の過程で，観光

立市政策を進めた廣瀬日田市長と，戦後の新たなレクリエーショ

ン型公園設置を展望しようとした田村の考えにも沿うような形で，

準国立公園＝国定公園に指定された。指定の過程で国立道路公園

の考え方も影響した。昭和32(1957)年厚生省国立公園部による同
公園詳細計画案に「本地域の利用について最も重要なものはバス

による探勝であり，最も適切な利用ルートに当る道路を初め，駐

車場，宿舎，休憩施設等の整備が先づ必要」との表現が見られる。	 	  
耶馬日田英彦山は指定当時の区域面積108,809haで，1970	 年
の区域及び計画見直し後 2009 年現在 85,024ha，内普通地域が
53,391haを占める。国立公園で普通地域の割合が高い公園が多数
あるが，国定公園は全体に普通地域の割合が少ない。全 56 国定
公園中50公園は10％以下で，他の6公園中，剣山，秋吉台，北
長門は20％以下。琉球政府立公園法に基づく沖縄海岸の約30％，
沖縄戦跡の 80％強を除けば耶馬日田英彦山は突出した区域内比
60％の普通地域をもつ。その理由は公園区域中の特別地域設定デ
ザインから読み取れる。図－1 で公園北部英彦山，犬ケ岳，中摩
殿畑山一帯と，南部万年山，大岩扇山等天然林と特異な地形をも

つ山塊を除けば，他の特別地域の大半が車道沿いに設定されてい

る（一部歩道沿いの設定もある。大山川，玖珠川沿線は 1970年
両河川間山林区域を削除したため公園区域自体が道路沿帯状設定

となる）。耶馬日田英彦山は，国立道路公園の一つの具現と池ノ上

が紹介する道路沿線帯状特別地域の公園デザインを明瞭に示す公

園である。国立道路公園構想に関し，1952年決定の自然公園選定
要領では，表－5 記載の国定公園へのレクリエーション公園的機
能評価の表現は薄まり，1971年の同要領改正で選定は規模要件だ
けとなり，現在、国定公園制度の中に道路公園思想等に連なる要

素は見出しにくい。その事情の解明については，自然公園法制定

当時の議論等を踏まえ考察する必要があり，今後の課題としたい。 
ところで，前述ブルー・リッジ国立道路公園設置法には，周辺

景観保護と適正な利用の推進のための，関係機関との協定，地域

土地所有者や住民との連携等を規定している。一方日本では，同

目的のため，国や県による，地域での開発行為等への，統制や指

導という表現がある 41)。「協定連携」と「統制指導」とは，アメ

リカ国立公園制度の日本での受容に際しての変容点かもしれない。

耶馬日田英彦山国定公園道路沿線帯状特別地域について，国立道

路公園由来を振返り、沿線関係機関との協定や連携による景観維

持・向上を検討することも，同公園管理の今後の課題と思われる。 
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	 	 	 	 	 	 図－１	 耶馬日田英彦山国定公園区域	 
	 

本図は 1970 年の公園計画書附図を基に作成し，1950
年指定当時の区域から削除された区域を加筆した。 
図中～線で車道を，◎で集団施設地区計画地を示す。 
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